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NSC 定例勉強会

TCFDと
「指標、目標及び移行計画のガイダンス

（MTT）」について ～ ISSB へ ～

日時 : 2022年6月28日(火)(14:00～16:00)

場所：オンライン

主催 : NSC

NSC共同代表幹事 後藤 敏彦
サステナビリティ日本フォーラム代表理事



Post 公害 地球環境問題 世界の取組
◆ 1972 ストックホルム国連人間環境会議
◆ 1987 国連ブルンラント委員会報告

(Our common future)

◆ 1992     リオ 国連環境開発会議(UNCED)

気候変動枠組条約
生物多様性条約
リオ宣言 etc.

◆ 2002    ヨハネスブルグ WSSD

ヨハネスブルグ宣言
< http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/wssd/sengen.html> 

◆ 2012     リオ＋20 The future we want.

◆ 2015 国連 SDGs採択、 国連 パリ協定採択
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◆ 1990年代 環境 第一の波
◆ 環境憲章・環境マネジメント・システム・環境報告書

◆ 2000年代 CSR 第二の波
CSR憲章・CSRマネジメント・CSR報告書(＋環境報告書)

◆ 2010年代 環境CSR(ESG)経営 第三の波
・ ISO26000(2010) ・ GRI G4/スタンダード化(2013/2016)

・ IIRC統合報告フレームワーク(2013) ・ EU非財務情報開示義務(2014)

・ 金融庁チュワードシップ・コード(2014)

・ 金融庁・東証コーポレートガバナンス・コード (2015)  

◆ 2015年 Paradigm shift 第四の大波
・FSB/TCFD最終報告書「勧告」(2017)

◆２０２０年～ Covid-19   第四の大波への

エネルギー追加(パラダイムシフトの加速) 3

環境・CSR 企業の取組



Ⅰ. TCFD
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金融安定理事会

Financial Stability
Board

TCFD
気候関連
財務情報開示
タスクフォース
2017.6.29

FSB TCFD

日本語入手先サステナビリティ日本フォーラム
https://www.sustainability-fj.org/
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短・中・長期のビジョン・戦略の情報開示



気候関連のリスク
◆低炭素経済への移行に関連したリスク

(Transition Risks)

• 政策・法的リスク

• テクノロジーリスク

• 物質(資源)リスク(バリューチェーン・リスク)

• 評判リスク

◆気候変動の物理的インパクトに関連したリスク

(Physical Risks)

• 突発的リスク

• 慢性的リスク
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気候関連の機会

◆資源効率性

◆エネルギー源

◆製品・サービス

◆市場

◆レジリエンス
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サステナビリティ日本フォーラム訳 抜粋 P16

非金融セクター

金融セクター

銀行 保険会社 アセット・オーナー アセット・マネージャー
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指標、目標、移行計画に
関するガイダンス(MTT)

2021年6月パブコメ
2021年10月14日発行
翻訳
TCFDコンソーシアム
2022.04.28



12

付属文書

2021年10月14日
発行
https://tcfd-
consortium.jp/pdf/about
/2021_TCFD_Implement
ing_Guidance_2110_jp.p
df

https://assets.bbhub.io/c
ompany/sites/60/2021/0
7/2021-TCFD-
Implementing_Guidance.
pdf

この文書は、2017 年版の付属書「気候関連

財務情報開示タスクフォースの提言の実施」を
更新し、 これに代わるものである。



TCFDコンソーシアム
◆ 設立趣意書

環境問題への対応に積極的な企業に、世界中から資金
が集ま り、次なる成長へと繋がる「環境と成長の好循環」
の実現にとって重要です。 そのため、TCFD 提言へ賛同
する企業や金融機関等が一体となって取組を推 進し、企

業の効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等
の適切な投資判断に繋げるための取組について議論す
る場として「TCFD コンソーシアム」を 設立します。
https://www.env.go.jp/press/files/jp/111631.pdf

◆ ２０１９年５月２７日

１６２団体１６４人が結集 TCFD Supporters

計570団体（2022.3.25日時点) 13
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出典 2020.7.31
https://tcfd-
consortium.jp/pdf/news/
20073103/TCFD%20Gui
dance%202.0.pdf



Ⅱ. サステナビリティ報告
(ESG金融の基礎)

報告ガイドライン統一の動き

2020.09 (TCFDの主流化)

○ WEF

○ Letter of Intent

○ IFRS
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報告(Reporting) & 報告書(Report)

◆何故、報告するのか Why ?

◆誰に対して To whom ?

◆何を What ?

◆どのように How ?

◆何時 When ?

◆どこで Where & 

by what media ?
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環境・CSR情報公開の歴史
歴史

〇 1990年代 環境報告書、 〇 2000年代 CSR報告書

〇 2010年代 環境・CSR・統合報告書

○ 2020年代 有価証券報告での義務化 ?

報告情報の変遷

〇 過去情報 ⇒ 過去情報+将来情報(中長期情報)

今後

〇 非財務情報の財務情報化

〇 TCFDのメインストリーム化(金融向け)

〇 マルチ・ステークホルダー向けの報告17
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Group of Five
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International Financial Reporting Standards



Ⅲ.TCFDの主流化
IFRS--ISSB
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IFRSの動き
◆ MTTより

ボックスA 1 、市場と産業界の動向グローバルスタンダードの統一化

• 2020年12月、サステナビリティの標準策定者である、CDP、気候開示基準委員
会（CDSB）、グローバル・ レポーティング・イニシアティブ（GRI）、国際統合報告
評議会（IIRC）、サステナビリティ会計基準審議会 （SASB）の5団体（以降、「アラ
イアンス」と呼ぶ）は、気候関連の財務情報開示のプロトタイプ基準を公表した。
このプロトタイプは、財務会計とサステナビリティ開示の両方を統合し、TCFDの
提言に基づいて構築された共有ビジョンを概説している。

• 2021年2月、国際会計基準（IFRS）財団評議員会は、国際サステナビリティ基
準審議会の設置案を提示する という計画を発表した。

◆ • 2021年11月３日、ISSB設立

プロトタイプおよびVRF(IIRS + SASB), CDSBの合流も公表

◆ ２０２２年３月３１日 パブコメ用プロトタイプ２件公表、２０２２年７月２８日まで
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IFRS ISSB設立
日本公認会計士協会では、下記のとおりプレスリリース「会長
声明「IFRS財団によるサステナビリティ開示に関する重要な発
表について － 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）の設立
/ CDSB・VRFとの統合 / 気候開示等のプロトタイプ公表 －」
を公表いたしました。
会長声明「IFRS財団によるサステナビリティ開示に関する重

要な発表について － 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）
の設立 / CDSB・VRFとの統合 / 気候開示等のプロトタイプ公表
－」についてはこちらからご参照ください。
https://jicpa.or.jp/news/information/2021/20211104gib.html

会長声明 2021.11.04

https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/5-99-0-2-20211104.pdf
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https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211104eea.html
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出典 : 日本公認会計士協会HPより



財務関連サステナビリティ開示の報告基準 体制
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IFRS財団

IASB ISSB

グローバル

(公財)財務会計基準機構

ASBJ

日本

SSBJ (新設)



サステナビリティ開示の報告基準 体制
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ISSB
GRI,

(CDP),

etc.
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出展:第3回金融審議会ディスクロジャーワーキング・グループ（令和3年度）
事務局説明資料（サステナビリティに関する開示（2））



G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明
（2021年10月13日公表）（抜粋）

我々は、サステナブル・ファイナンス作業
部会（SFWG）が作成した、G20サステナ
ブル・ファイナンス・ロードマップ及び統合

レポートを承認する。

当初、気候に焦点を当てたロードマッ
プは、自発的かつ柔軟性のある、複数年
にわたる行動指向の文書となっている。

28
出展:第3回金融審議会ディスクロジャーワーキング・グループ（令和3年度）事務局
参考資料



G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明、ロードマップ（2021年10月）
G20サステナブルファイナンス・ロードマップ（2021年10月7日公表） （抜粋）

＜重点領域2：持続可能性に関するリスク、機会及び影響に関する一貫した、比較可能で意思決定に役
立つ情報＞

行動6：G20は、企業価値創造に関するサステナビリティ関連情報の開示のための国際的に一貫した、比

較可能で信頼性の 高いベースライン基準を策定するIFRS財団の作業プログラムを歓迎する。

これらの基準は、TCFDの枠組みに基づき、幅広 いステークホルダーと協議しながら他のサステ

ナビリティ報告組織の作業を考慮したものであるべきである。

国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を含むIFRS財団の作業プログラムは、IFRS財団モニタリン

グ・ボードによる公的監視の下、透明で包括的なガバナンス構造及び幅広いステークホルダーとの協議
プロセスにより統治されるべきであ る。

ISSBは、国および地域の要件との相互運用性の柔軟性を許容しつつ、中小企業へ
の不均衡な負担を回避する必要性 も考慮しながら、ベースラインとなるグローバルなサステナ
ビリティ報告基準を策定すべきである。

ISSBは、当初は気候関連の情報に焦点を当て、将来的には、自然、生物多様性、
社会問題などのサステナビリティに関連するその他のトピックにも対象を広げるべ
きである。

ISSBが開発する報告基準は、証券監督者国際機構（IOSCO）によるエンドースメントのための評価の
対象となる。もし エンドースされた場合、その基準は個々の法域によって、自主的に、国または地域の基
準設定プロセスを通じて、あるい は国内の報告要件を設定する際に、基準を検討することができる。各
法域は、国際基準を採用、適用、またはその他の 方法で利用するための独自の法的枠組みを有する。

出展:第3回金融審議会ディスクロジャーワーキング・グループ（令和3年度）事務局参考資料
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改訂コーポレートガバナンス・コードの公表
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html その2

３． サステナビリティを巡る課題への取組み

■プライム市場上場企業において、TCFD 又はそれ

と同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質

と量を充実 (後藤注、狭義のTCFD)
■サステナビリティについて基本的な方針を策定し

自社の取組みを開示 (後藤注、広義のTCFD)

４．上記以外の主な課題
■プライム市場に上場する「子会社」において、独立社外取

締役を過半数選任又は利益相反管理のための委員会の設置
■プライム市場上場企業において、議決権電子行使プラット

フォーム利用と英文開示の促進
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Ⅳ. MTT文書と改定付属書
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指標、目標、移行計画に
関するガイダンス(MTT)

2021年6月パブコメ
2021年10月14日発行
翻訳
TCFDコンソーシアム
2022.04.28
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付属書

2021年10月14日
発行
https://assets.bbhub.io/com
pany/sites/60/2021/07/202
1-TCFD-
Implementing_Guidance.pdf
翻訳
TCFDコンソーシアム
2022.04.28
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ご清聴ありがとうございました。

39


